
日立市インターネットモニター規約 

 

（趣旨） 

第１条 日立市インターネットモニター規約（以下「本規約」という。）は、市政への関心を

高め、市政に関する評価、意向等を迅速に把握するため、インターネットを利用して実施す

る市政に関するアンケート（以下「アンケート」という。）に回答するインターネットモニタ

ー（以下「モニター」という。）について、必要な事項を定めるものです。 

 

（職務） 

第２条 モニターは、インターネットを利用して、自由な立場から、市政に対するアンケート

に回答するものとします。 

 

（謝礼） 

第３条 市は、アンケートに対する謝礼の支払は行わないものとします。 

 

（資格要件） 

第４条 モニターになることができる者は、以下の要件を満たす者とします。 

   (1) 市内在住、在勤、在学のいずれかであること 

   (2) モニター登録時点で満１６歳以上であること 

   (3) インターネットの利用ができ、その環境があること 

   (4) モニター本人が使用できる電子メールアドレスがあること 

   (5) 日本語でアンケートに回答することができること 

 

（登録） 

第５条 モニター登録の申込みは、第４条に定める資格要件を満たし、かつ、本規約を承諾の

上、市が指定する方法により行うものとします。 

２ 市は、モニターの登録が完了した申請者に対し、登録が完了した旨を、モニターが申請時

に指定した電子メールアドレスあてに通知します。 

 

（届出義務） 

第６条 モニターは、規定に基づき登録した情報が変更になった場合は、市が指定する手続き

に従い速やかに届け出るものとします。 

２ 届出をしなかったことに起因してモニターに生じる不利益または損害について、市は一切

の責任を負わないものとします。 

 

（モニターの禁止行為） 

第７条  モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為を行ってはならないも

のとします。 

(1) 市、他のモニターまたは第三者の著作権を侵害する行為 

(2) 他のモニターまたは第三者を誹謗、中傷する行為 

(3) 他のモニターまたは第三者に不利益を与える行為 

(4) 本制度の運営を妨害する行為 

(5) 虚偽の登録または調査回答を行うこと 

(6) 同一人物による重複モニター登録、または、なりすまし登録を行うこと 



(7) 本サイトを営利目的で不正利用する行為 

(8) 不正回答をする行為 

(9) その他、市が不適当と判断する行為 

 

（登録の抹消等） 

第８条 モニターは、モニターを辞退しようとするときは日立市が指定する方法により届け出

るものとします。 

２ モニターが以下に該当するときは、モニター登録を抹消することがあります。 

(1) モニターの資格要件を満たさなくなったとき 

(2) モニターの禁止行為に掲げる回答をしたとき 

(3) 正当な理由がなく１年以上アンケートへの回答がないとき 

(4) 電子メールの送付が不達の状態にあるとき 

(5) その他、モニターにふさわしくないと市長が認めるとき 

３ 市は、前２項の規定によりモニター登録を抹消したときは当該モニターの個人に関する情

報を削除するものとします。 

 

（免責） 

第９条 モニターとして活動したことにより、モニターが何らかの損害を受けた場合及びシス

テムトラブル等によりアンケートの回答を受け付けられなかったり、データの消失その他不

具合が発生した場合、市は一切責任を負わないものとします。 

 

（損害賠償） 

第１０条 本規約に禁止する行為によって、市または第三者に損害が生じた場合、モニターは

登録抹消後であっても、当該損害を賠償するものとします。 

なお、この場合市は損害を被った第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。 

 

（費用負担） 

第１１条 モニターが職務で利用する機器に関する経費やインターネットへの接続に要する

通信費等は、すべて当該モニターが負担するものとします。 

 

（個人情報） 

第１２条 氏名、住所、メールアドレスその他登録されたモニターの情報は、日立市個人情報

保護条例により適切に管理し、アンケートの実施、結果の公表、回答の分析、モニターの管

理又は施策の立案以外の目的のために利用し、承認なく第三者に提供することはありません。 

 

（内容の変更並びに停止及び廃止） 

第１３条 市は、予告なしに、本制度の内容の一部若しくは全部を廃止し、又は本制度の一部

若しくは全部を停止及び廃止する場合があります。 

なお、市が変更又は停止及び廃止を行った場合、当該内容を市のホームページ上に掲載する

ことにより、モニターに対し当該内容の通知を行ったものとします。 

ただし、変更の内容が軽易なものと認めるときは、通知を省略できるものとします。 

 

付 則 

この規約は、平成２４年１２月１日から施行します。 


